
５０９ 外国企業支店等開設促進事業 
 
１．特例を設ける趣旨 
  経済のグローバル化に伴い、外国企業が我が国に進出する機会も増えてい

ることから、外国企業の職員が支店等の開設準備を行う場合の受入れ要件に

つき特例措置を設けることにより、外国からの投資拡大による地域経済の活

性化を図ることを目的とするものです。 
 
２．特例の概要 

外国企業の出店等を通じた外国からの投資拡大により地域経済の活性化が

見込まれる地域において、地方公共団体等が外国企業に対し支店等の施設を提

供する場合に、本邦における事業所としての拠点確保が確実であることとみな

して、「企業内転勤」の在留資格に係る他の要件を満たすことを前提に、支店

等開設準備を行う外国企業の職員に対し「企業内転勤」の在留資格を付与する

ものです。  

 

３．基本方針の記載内容の解説 
 ● １の「当該外国人が稼動する外国企業に対し地方公共団体等が提供した

施設」について 
地方公共団体等とは、地方公共団体、独立行政法人及び第三セクター（地

方公共団体の出資の比率が２分の１以上の商法・民法法人に限る。）を指し

ます。 

また、当該施設は地方公共団体等が保有している施設に限り、単に貸与さ

れたものを提供することでは認められません。 
 
 ● １（１）について 

「地方公共団体において、事業の実施が確実で当該事業の実施が特区内の

産業発展等に資すると認める」とは、地方公共団体が外国企業に対し、外国

企業の日本における事業計画（支店等開設のための計画）の提出を求め、当

該事業の実施が確実であり、かつ、特区の目的に資することを認定すること

を指します。 

したがって、施設の提供主体が地方公共団体以外の場合であっても事業の

実施が確実であることを地方公共団体が認定する必要があります。 

また、「施設を提供するための必要な措置」とは、特区内おいてインキ

ュベーションセンター等を有し、地方公共団体が広報誌等を通じて、事業

所の提供を希望する企業を募集し、当該企業から事業計画等の提出を求め、



特区内において当該外国企業が活動を行うことが産業の発展に資すること

等を判断した上で事業所の提供を行うことを指します。 

 

● １（３）について 

「相当程度」の「集積」とは、投資活動を行う外国企業が集まり、それに

より、投資促進地域として認められるような状況を想定したものです。 

 

 ● １（４）について 

特区内の経済状況等を踏まえ個別に判断することになると考えられます

が、基本的には、法の目的である地域の活性化に資する程度の「産業の発展」

が見込まれれば足ります。  
 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
   当該特例について、特区計画に特に記載すべき事項は次のとおりです。 
 ・ 特区計画の別紙「４ 特定事業の内容」の欄に、特定した施設の提供主

体に関する情報（名称、所在地、当該機関の保有する施設の概要）を明示

すること。 
 ・ 特区計画の別紙「５ 当該規制の特例措置の内容」の欄に、１（１）か 

ら（３）に該当することを判断した根拠を示す内容を明記すること。 
 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
   特になし 
 



８２３ 幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例事業 
 
１．特例を設ける趣旨 
 
近年の少子化や過疎化の進行等の事情により、幼児がその同年齢帯の幼児

とともに活動する機会を確保することが困難となっている地域において、幼
児の社会性を涵養し、その心身の健全な育成を図るため、「幼稚園と保育所の
施設の共用化等に関する指針について」（平成１０年３月１０日文初幼第４７
６号・児発第１３０号。以下「共用化指針」という。）に基づき設置された施
設において、幼稚園と保育所の保育室を共用することができるよう、特例を設
けるものです。 
 
２．特例の概要 
 
 共用化指針基づき設置された施設において、幼稚園児・保育所児が合同活
動を行う保育室について、次の要件に該当する場合、幼稚園と保育所の保育室
を共用することを可能とします。 
（１）共用する保育室は、幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計により児童福

祉施設最低基準（面積・職員配置）を満たしていること 
（２）幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業（幼稚園設置基

準第５条第１項の専任規定の特例）の認定を受けること 
（３）幼児の教育・保育に直接従事する職員は、幼稚園教諭免許と保育士資格

を併有し、幼稚園教諭及び保育士を兼務していること 
（４）合同活動の内容は、幼稚園教育要領と保育所保育指針に沿ったものであ

ること 
（５）共用する保育室は当該保育室において合同活動を行う幼稚園児及び保育

所児それぞれの定員数で按分して管理すること 
 
３．基本方針の記載内容の解説 
 
 ① 「経済的社会的条件の変化に伴い乳幼児数の減少」について 
   少子化や過疎化の進行等により乳幼児の数が減少していることを挙げた
ものです。 

 ② 「その他の事情」について 
   当該特定事業に対する地域住民のニーズが強いことや今後、経済的社会
的条件の変化に伴い乳幼児の数が減少する見込みがあることなどに対応で



きるようにしたものです。 
③「「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針について」に基づき設置
された施設」について 
保育所と幼稚園を合築、併設、同一敷地内に設置し、施設の共用化等を
行っている施設のことです。 

④「共用する保育室は、幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計により、児童福
祉施設最低基準（面積・職員配置）を満たしていること」について 
幼児の処遇が低下することのないよう、当該保育室において、合同活動
を行う幼稚園児及び保育所児の合計数を基に、保育所の面積基準や職員の
配置基準を適用することとするものです。 

⑤「幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業（幼稚園設置基準
第５条第１項の専任規定の特例）の認定を受けること」「幼児の保育・教育
に直接従事する職員は、幼稚園教諭免許と保育士資格を併有し、幼稚園教
諭及び保育士を兼務していること」について 
当該規制の特例措置は、構造改革特別区域基本方針別表１の８０７に規
定する幼稚園における幼稚園児と保育所児等の合同活動事業が、当該特区
計画に記載され、認定された場合に適用されるものです。 
この８０７の特例により、幼稚園教諭と保育士の兼務が可能となります
が、この場合、職員は、幼稚園児と保育所児を同時に保育することとなる
ことから、幼稚園教諭免許と保育士資格をいずれも所有し、かつ、幼稚園、
保育所いずれもの職員であることを求めるものです。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
  特になし 
 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
  特になし 
 



８２４ 外国留学時認定可能単位数拡大事業 

 
１． 特例を設ける趣旨 
 高校生が外国の高等学校に留学した際の修得単位を、国内の高等学校等にお
ける修得単位として認定する際の認定可能単位数の上限を拡大することにより、
外国の高等学校と我が国の高等学校等の円滑な交流を促進し、多様化する高等
学校教育に対応し、その充実に資するとともに、グローバル化の進展に対応し
て、国際社会を生きる教養ある日本人の育成に資するものです。 

 
２．特例の概要 
 校長が、外国の高等学校における履修を国内の高等学校等における履修とみ
なし、30 単位を超えない範囲で単位の修得を認定できるとしている現行制度に
ついて、地方公共団体が、教育上特に配慮が必要な事情があるとして認定可能
単位数の上限拡大について内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたと
きは、構造改革特別区域計画を実施するに当たり、36 単位までの修得単位の認
定を可能とします。 

 
３．基本方針の記載内容の解説 
・「外国の高等学校」とは、外国における正規の後期中等教育機関をいいます。 
・「教育上特に配慮が必要な事情」とは、更なる国際化への対応のためには、現
行の外国への留学時の認定可能単位数の上限である 30単位では、外国における
学修や生活などの経験を適切に評価することが難しくなる場合などを想定して
いますが、具体的には当該地方公共団体の判断によります。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
 当該特例について、特区計画に特に記載すべき事項は次のとおりです。 
・特区計画の別紙「５当該規制の特例措置の内容」の欄に、認定しようとする
単位数、教育上特に配慮が必要である事情について記載すること。 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
 特になし 



８２５ 学校設置非営利法人が不登校児童等の教育を行う学校を設置する場合
における教員配置の弾力化事業 

 
 
１．特例を設ける趣旨 
不登校児童等の特別なニーズに対応した教育を行うことの重要性に鑑み、
ＮＰＯ法人がこれを行う学校を設置する場合に、これまでの活動を活かしつ
つ充実した教育が行われるよう、教員配置に関して各学校の設置基準の弾力
的運用を可能とします。 

 
２．特例の概要 
  ＮＰＯ法人が不登校児童生徒等の特別なニーズに対応した教育を行うため
の学校を設置し、その特別なニーズに対応するため当該学校の教員配置を弾
力化する必要がある場合には、設置基準上の「特別の事情」に該当し得るも
のとして、１人の教諭等が複数の学年の児童生徒からなる学級の担任となる
ことを可能とします。   

 
３．基本方針の記載内容の解説 
  当該規制の特例措置は、８１７の規制の特例措置（学校設置非営利法人に
よる学校設置事業）が当該特区計画に記載され、認定された場合に適用され
るものです。 
  今回の特例措置は、小学校設置基準第５条、第６条、中学校設置基準第５
条、第６条に関する部分であり、ＮＰＯ法人が不登校児童生徒等に対する教
育を行うための学校を設置する場合、その他の基準も含め、設置基準を満た
す必要があります。 
そのほか、８１７の規制の特例措置に関する記述を参照して下さい。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
当該規制の特例措置を適用すべき理由を明記して下さい。 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
特になし 



８２６ 高等学校全日制課程において不登校状態にある生徒に対する IT 等の
活用による学習機会拡大事業 

 
１． 特例を設ける趣旨 
 本事業は、高等学校全日制課程の生徒であって学習意欲があるにもかかわら
ず、在学途中から何らかの事由により不登校状態になった者に対し、IT 等を活
用した学習を指導の一部として認めることにより、学習の機会を充実するもの
です。 

 
２．特例の概要 

全日制課程において在学途中から不登校状態になった生徒に、通信制課程にお

ける教育課程の特例を適用し、IT 等を活用した学習を行うことを認めることにより、学

習の意欲はありながら登校できない生徒が原級留置、転学、中途退学することなく不

登校状態を解消し、卒業することを可能とします。  

 
３．基本方針の記載内容の解説 
 ・「不登校状態」とは、学校生活への適応が困難であるため、相当期間学校を
欠席している状態にあると認められる生徒をいいます。また、「相当期間」につ
いては、小･中学校における不登校児童生徒に関する文部科学省の調査で示され
た年間３０日以上の欠席という定義が１つの参考となりますが、その判断は、
当該学校を所管する地方公共団体の判断によります。 
 ・「IT等の活用による学習」とは、具体的には、ラジオ放送、テレビ放送その
他インターネットなど多様なメディアを利用して計画的かつ継続的に行われる
学習を指します。こうした学習を不登校状態にある生徒が行い、報告課題の作
成等により、その成果が満足できると認めた場合には、学校が各教科・科目、
特別活動における指導の一部として扱い、卒業に必要な単位数２０単位を上限
として単位を与えるものです。 
 なお、多様なメディアを活用した指導方法を取り入れた場合でも、対面によ
る指導を十分に確保することが望まれます。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
 特になし。（個別の特区計画の認定に当たっては、当該特区計画が憲法・教育
基本法の理念、学校教育法に示された学校教育の目標を踏まえていることが必
要である。） 

 
 



５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
 特になし 



８２８ 運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業 

 
１．特例を設ける趣旨 
 特区において、大学の設置を促進することにより、当該特区における教育
研究の活性化を図り、広い知識を有するとともに、深く専門の学芸を修得す
ることにより知的、道徳的、応用的能力を有する人材の育成を促進するもの
です。 

 
２．特例の概要 
 地方公共団体が、地域の集積が高い等の特別の理由があって、大学及び短期
大学の教育・研究に支障が生じないものとして、内閣総理大臣に認定を申請し、
その認定を受けたときは、運動場を設けることと同等と認められる措置を講じ
ることにより、運動場を設けることなく、大学の設置等を行うことができるも
のとするものです。 

 
３．基本方針の記載内容の解説 
○「地域の集積が高い等の特別の理由」について 
 例えば、大学、研究所、民間企業等が集積する拠点とされ区画整理がなさ
れていること等の理由により物理的に運動場を設けるために必要な面積の
土地の取得が事実上困難であることや、土地の取得に関して法令の制限があ
ることなどといった、やむを得ない特別の理由がある場合が想定されます。
この理由については、特区認定の申請の際に、地方公共団体が内閣総理大臣
に対して証明を行う必要があります。 

 
※「運動場を設けるために必要な面積の土地」 
法令上は運動場を設けるために必要な土地の面積についての基準はありま
せん。このため、どの程度の面積であれば、運動場のための土地の面積と
して不足していることになるのかについては、学生数など個々の大学の実
態に則して判断することになります。 

 
○「大学の設置等」について 
大学の設置等とは、大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育
研究組織の設置及び大学の収容定員の変更のことをいいます。 

 
○「大学の教育・研究に支障が生じないもの」について 
  特例措置の適用後も当該大学における各学部・学科の教育研究上の目的を



達成することが可能であることが前提となりますが、具体的には、それぞ
れの実態に対応して判断することとなります。 

 
○「運動場を設けることと同等と認められる措置」について 
 このような措置としては、例えば、体育館の借用契約の締結やスポーツク
ラブとの優先利用契約の締結などが考えられます。 
また、これらの施設については、自己所有である必要はなく、借用でも構
いませんが、例えば、学生や教員が使用したい時に、当該大学の学生・教員
以外の者がその施設を使用しているためにそれができないという事態が生
じないようにするなど、現行制度における運動場（自己所有であることが前
提）が有する機能に着目した配慮がなされることが必要です。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
特になし 

 
５．当該特例に関して特に重要な添付書類 
 特になし 

 
 



８２９ 空地に係る要件の弾力化による大学設置事業 

 
１．特例を設ける趣旨 
 特区において、大学の設置を促進することにより、当該特区における教育
研究の活性化を図り、広い知識を有するとともに、深く専門の学芸を修得す
ることにより知的、道徳的、応用的能力を有する人材の育成を促進するもの
です。 

 
２．特例の概要 
 地方公共団体が、地域の集積が高い等の特別の理由があって、大学及び短期
大学の教育・研究に支障が生じないものとして、内閣総理大臣に認定を申請し、
その認定を受けたときは、学生が休息その他に利用するのに適当な環境を有す
ることにより、校地に空地を有することなく、大学の設置等を行うことができ
るものとするものです。 

 
３．基本方針の記載内容の解説 
○「地域の集積が高い等の特別の理由」について 
 例えば、大学、研究所、民間企業等が集積する拠点とされ区画整理がなさ
れていること等の理由により物理的に空地を設けるために必要な面積の土
地の取得が事実上困難であることや、土地の取得に関して法令の制限がある
ことなどといった、やむを得ない特別の理由がある場合が想定されます。こ
の理由については、特区認定の申請の際に、地方公共団体が内閣総理大臣に
対して証明を行う必要があります。 

 
※「空地を設けるために必要な面積の土地」 
法令上は空地を設けるために必要な土地の面積についての基準はありませ
ん。このため、どの程度の面積であれば、空地のための土地の面積として
不足していることになるのかについては、学生数など個々の大学の実態に
則して判断することになります。 

 
○「大学の設置等」について 
大学の設置等とは、大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育
研究組織の設置及び大学の収容定員の変更のことをいいます。 

 
○「大学の教育・研究に支障が生じないもの」について 
  特例措置の適用後も当該大学における各学部・学科の教育研究上の目的を



達成することが可能であることが前提となりますが、具体的には、それぞ
れの実態に対応して判断することとなります。 

 
○「学生が休息その他に利用するのに適当な環境」について 
 このような環境としては、例えば、校舎の屋上や校舎内に学生が休息等に
利用するのに適当な設備を設けた場所などが想定されるところですが、この
ような環境についても、自己所有である必要はなく、最終的には、それぞれ
の実態に対応して判断することとなります。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
特になし 

 
５．当該特例に関して特に重要な添付書類 
 特になし 

 
 



８３１ 保育所と合同活動を行う場合の幼稚園の面積基準の特例事業 
 
１．特例を設ける趣旨 
 
既存の幼稚園・保育所の施設の一部を転用する等により、保育室の共用化の
特例を適用した合同活動の実施がしやすくなるよう、823・921 の特例の認定を
受けて幼稚園と保育所の保育室を共用化する場合であって、教育・保育の実施
上支障がない場合においては、幼稚園の園舎面積の算定方法の特例を設けるも
のです。 
 
 
２．特例の概要 
 
地方公共団体が、幼児数の減少または幼児が他の幼児と共に活動する機会の
減少等の事情により、幼児の社会性を涵養することが困難となっていると認め
る地域においては、特区の認定後、幼稚園と保育所の保育室を共用化する幼稚
園（８２３・９２１の特例の認定が必要）においては、幼稚園設置基準別表第
１に定める園舎の面積及び別表第２に定める運動場の面積について、幼稚園と
保育所との共用部分全体を含めて計算することができるものとします。 
 
 
３． 基本方針の記載内容の解説 
 
 ①「幼児数の減少または幼児が他の幼児と共に活動する機会の減少等の事情」
について 

   特例が適用される地域の例として、少子化等により幼児数が減少し、ま
たは都市化等により幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少しているこ
とを挙げたものです。その他の事情としては、保護者から当該特定事業の
実施の要望が特に多いことなどを想定しており、地方公共団体の事情に応
じ幅広く対応できるようにしたものです。 

 
②「８２３・９２１の特例の認定を受けて保育所を共有する幼稚園」について 

当該規制の特例措置は、構造改革特別区域基本方針別表１の８２３及び
９２１に規定する「幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例事業」が、当
該特区計画に記載され、認定されることを前提とするものです。 
 なお、８２３及び９２１と本特例を同時に申請することは可能です。 



 
③「幼稚園設置基準別表第１に定める園舎の面積及び別表第２に定める運動場
の面積について、幼稚園と保育所との共用化部分を含めて計算することができ
るものとする。」について 
 幼稚園設置基準別表第１に定める幼稚園の園舎の面積および別表２に定め
る運動場の面積については、「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」
（平成１０年）に基づき、幼稚園の専有面積および保育所との共用部分のうち、
幼稚園と保育所の専有面積により按分して得られた部分の面積を加えた面積
で計算することとされていますが、本特例の認定を受けた場合は、幼稚園の専
有面積に加え、幼稚園と保育所の共用部分全体の面積を含めて計算してよいこ
ととします。（図１参照） 
 なお、本特例は、認可面積の計算に際しての特例であり、実際の管理運営等
については、従前通り、共用化部分を按分して管理することとなります。 
 
 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
 
 本特例は、幼稚園の面積基準に関する特例であるため、幼稚園と保育所そ
れぞれの専有面積や共用する部分の面積等を明示した幼稚園と保育所の施設
の見取図等を記載または添付してください。また、幼稚園の認可上必要な面
積については、幼稚園の学級数に応じて決まるため、幼稚園の学級数及び幼
児数（定員）についても記載または添付してください。 
 
 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
 特になし 



（図１）特例措置による面積計算のイメージ 
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８３２ インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に
係る要件の弾力化による大学設置事業 

 
 
１． 特例を設ける趣旨 

 
 この事業は、構造改革特区制度の下で、一定の場合について大学設置基準等
に求める校舎等に関する基準を適用しないこととすることで、従来よりも少額
の設備投資によってインターネットのみを用いて授業を行う大学が設置できる
ようにし、もって社会人の再教育などの社会的な要請に応える大学の設置を促
進するものです。 

 
 
２． 特例の概要 

 
地方公共団体が、その地域内にインターネットのみを利用して授業を行う大
学の設置を促進する必要があると判断して、内閣総理大臣に認定を申請し、そ
の認定を受けたときは、当該大学の教育研究に支障がないと認められる場合に
限り、インターネットのみを利用して授業を行う大学の設置に当たって、大学
設置基準等に規定する校舎等の施設に関する基準によらないことを可能とする
ものです。 
 

 

３． 基本方針の記載内容の解説 

 
○  「インターネット大学」とは、「通信教育を行う学部のみを置く大学であ
って、インターネットを利用して当該大学の教室等以外の場所で授業を行う
授業科目のみにより教育課程を編成するもの」を指します。したがって、卒
業要件となるスクーリングや実験に当たって学生の登校を求めるなど、イン
ターネットによる授業のみで当該大学の卒業要件を満たすことができない
場合は、学生が登校してくることを前提に校舎等の施設を整備する必要があ
りますので、今回の特例措置の対象からは外れることになります。 

 
○  また、「インターネット大学院大学」とは、「通信教育を行う研究科のみを
置く大学院大学(学部を置くことなく、大学院のみが置かれている大学を指し
ます。)であって、インターネットを利用して当該大学の教室等以外の場所で



授業を行う授業科目のみにより教育課程を編成するもの」を指します。 

 
○  インターネット大学及びインターネット大学院大学について、「教育研究
に支障がない」とは、インターネットによる通信の良好かつ安全な運行を確
保し、インターネットによる指導及び教育相談を円滑に処理するための体制
が確保されていること等であり、具体的には例えば以下のような実態を備え
ていることを指します。 

 
① 通信障害が発生した場合に、ただちにメンテナンスチームが復旧作業に当
たることのできる体制を有していること 

② コンピュータ等の操作に関して不明な点が生じた場合、学生や教職員が相
談することができるよう、原則として 24 時間態勢でのサポートが可能な
ヘルプデスク機能を有していること 

③ チューター、メンターなどのいわゆるティーチングアシスタントを備え、
授業内容に関する学生からの質問に対応させるとともに、教員と協力して
学生の指導にも当たらせることのできる体制を有していること 

④ インストラクショナル・デザイナーなどの専門的人材が、インターネット
による授業の設計、配信等に関与する体制を有していること 

⑤ 特に学部段階の学生を対象とするインターネット大学については、対面で
のコミュニケーションによる教育効果に考慮して、当該大学の教育研究上
の必要に応じた十分な規模の校舎等施設を有していること 

 
○  なお、インターネット大学及びインターネット大学院大学の設置に当たっ
ては、通常の大学設置審査を経由する必要がありますので、ご留意ください。 

 
 
４． 特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 

 
○ 「特例措置の内容」として、当該地域でインターネットを利用した大学教
育を推進することが必要とされる理由、及び、設置しようとするインターネ
ット大学またはインターネット大学院大学が、「教育研究に支障がない」体
制を備えているものと認められる理由について記載してください。 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
   特になし 

 



９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
 
１．特例を設ける趣旨 

公立保育所における運営の合理化を進める等の観点から、一定の要件を満
たす場合、公立保育所における給食の外部搬入が可能となるよう、特例を設け
るものです。 

 
２．特例の概要 

公立保育所についてその運営の合理化を進める等の観点から、次の要件に
該当する場合、公立保育所における給食の外部搬入を可能とします。 
(1) 調理室として保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を設け
ること 

(2) 児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることができること 
(3) 社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準に従うとともに、
衛生面では保健所との協力の下に行い、また、現行の調理業務の委託・受
託に係る基準を遵守すること 

(4)必要な栄養素量を給与すること。また、食を通じた子どもの健全育成（食
育）を図る観点から、食育プログラムに基づき食事を提供するよう努める
こと 

 
３．基本方針の記載内容の解説 
 ①「公立保育所についてその運営の合理化を進める等の観点」 

例えば、児童一人当たりにかかる保育コストが比較的高い過疎地域等の公
立保育所において、公営の給食センター等を活用することにより、公立保育
所及び給食センター相互で一体的な運営を行うことなどを想定しています。 
②「調理室として保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を設け
ること」 
保存、配膳及び加熱や離乳食、食物アレルギー及び体調不良児等の対応に

支障が生じない程度の設備を想定しています。なお、調理室の必置規制を緩
和したものではありません。 

 ③「社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準」 
   この衛生基準とは、「保護施設等における調理業務の委託について（昭和

６２年３月９日社施第 38 号）」において準拠されている「病院、診療所等の
業務委託について（平成５年２月１５日指第１４号）」の第４の２の規定を
指しています。 

 ④「現行の調理業務の委託・受託に係る基準」 
この調理業務の委託・受託に係る基準とは、「保育所における調理業務の

委託について（平成１０年２月１８日児発第 86 号）」を指しています。 
 ⑤「食育プログラムに基づき食事を提供するよう努めること」 

食育プログラムとは、食育を図る観点から、発育・発達過程に応じて食に
関し配慮すべき事項を定めたものをいいます。具体的には、発出予定の食育



に関する通知や、いくつかの自治体において、子どもの食育を進める際の目
標、指針として、策定されている「食育ガイドライン」等に基づき食事を提
供するように努めるということです。 

  
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
当該特例に関しては、 
・ 調理室として保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を設けて

いることを示すため、調理室の面積、有する設備等 
・ 児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることができることを示すた

め、食事の提供体制等 
 について、それぞれ特区計画に具体的に記載していただきたいと考えており
ます。 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

調理室の写真、図面等を添付していただきたいと考えております。 



９２１ 幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例事業 
 
１．特例を設ける趣旨 

近年の少子化や過疎化の進行等の事情により、幼児がその同年齢帯の幼児と
ともに活動する機会を確保することが困難となっている地域において、幼児の
社会性を涵養し、その心身の健全な育成を図るため、「幼稚園と保育所の施設
の共用化等に関する指針について」（平成１０年文初幼第４７６号・児発第１
３０号。以下「共用化指針」という。）に基づき設置された施設において、幼
稚園と保育所の保育室を共用することができるよう、特例を設けるものです。 

 
２．特例の概要 

共用化指針に基づき設置された施設において、幼稚園児・保育所児が合同
活動を行う保育室について、次の要件に該当する場合、幼稚園と保育所の保
育室を共用することを可能とします。 
(1) 共用する保育室は、幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計により児童福祉
施設最低基準（面積・職員配置）を満たしていること 

（2）幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業（幼稚園設置基準
第５条第１項の専任規定の特例）の認定を受けること 

（3）幼児の教育・保育に直接従事する職員は、幼稚園教諭免許と保育士資格を
併有し、幼稚園教諭及び保育士を兼務していること 

（4）合同活動の内容は、幼稚園教育要領と保育所保育指針に沿ったものである
こと 

（5）共用する保育室は当該保育室において合同活動を行う幼稚園児及び保育所
児それぞれの定員数で按分して管理すること 

 
３．基本方針の記載内容の解説 
 ①「経済的社会的条件の変化に伴い乳幼児数の減少」について 

少子化や過疎化の進行等により乳幼児の数が減少していることを挙げた
ものです。 
②「その他の事情」について 

当該特定事業に対する地域住民のニーズが強いことや今後、経済的社会的
条件の変化に伴い乳幼児の数が減少する見込みがあることなどに対応でき
るようにしたものです。 

 ③「「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針について」に基づき設置
された施設」について 
保育所と幼稚園を合築、併設、同一敷地内に設置し、施設の共用化等を行

っている施設のことです。 
 ④「共用する保育室は、幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計により児童福

祉施設最低基準（面積・職員配置）を満たしていること」について 
   幼児の処遇が低下することのないよう、当該保育室において、合同活動を

行う幼稚園児及び保育所児の合計数を基に、保育所の面積基準や職員の配置



基準を適用することとするものです。 
 ⑤「幼稚園における幼稚園児と保育所児等の合同活動事業（幼稚園設置基準

第５条第１項の専任規定の特例）の認定を受けること」「幼児の保育・教育
に直接従事する職員は、幼稚園教諭免許と保育士資格を併有し、幼稚園教
諭及び保育士を兼務していること」について 

    当該特例措置は、構造改革特別区域基本方針別表１の８０７に規定する幼
稚園における幼稚園児と保育所児等の合同活動事業が、同一の特区計画に記
載され、認定された場合に適用されるものです。 

   この８０７の特例により、幼稚園教諭と保育士の兼務が可能となりますが、
この場合、職員は幼稚園児と保育所児を同時に保育することとなることから、
幼稚園教諭免許と保育士資格をいずれも所有し、かつ、幼稚園、保育所いず
れもの職員であることを求めるものです。 
⑥「共用する保育室は当該保育室において合同活動を行う幼稚園児及び保育

所児それぞれの定員数で按分して管理すること」について 
  共用する保育室は、構造改革特別区域計画の認定を申請する際に設定する
当該保育室において合同活動を行う幼稚園児及び保育所児それぞれの定員
数で按分して管理することとするものです。 

なお、合同活動を行う各保育室の幼児数が増減しても、共用する保育室全
体における合同活動を行う保育所児及び幼稚園児の定員数の合計数の範囲
内である限りは、改めて按分する必要はなく、財産処分の手続きは必要ない
こととしています。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
 当該特例に関しては、 
・共用する保育室が、幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計により児童福祉施

設最低基準（面積・職員配置）を満たしていることを示すため、共用する保
育室の面積、共用する保育室において合同活動を行う幼稚園児及び保育所児
の定員（複数の保育室で共用化を実施する場合はそれぞれの保育室の定員）、
合同活動の実施人数、職員配置等 

・幼児の保育に直接従事する職員が、保育士資格と幼稚園教諭免許を併有し、
保育士及び幼稚園教諭を兼務していることを示すため、併任辞令の発令状況
等 

・合同活動の内容が、幼稚園教育要領と保育所保育指針に沿ったものであるこ
とを示すための指導計画等 

について、それぞれ特区計画に具体的に記載していただきたいと考えておりま
す。 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
  面積・職員配置については、特区計画に記載事項した内容を補完する図面
等を、合同活動の内容については、指導計画等を添付していただきたいと考
えております。 



９２５ 日額単位を適用した施設訓練等支援実施事業 
 
１． 特例を設ける趣旨 

支援費制度における施設訓練等支援について日単位利用を可能とすること
によって、利用者のニーズに応じた複数のサービスを柔軟に提供とすること
を目的としています。 

 
２．特例の概要 

現行では、施設訓練等支援費は、月額単位で算定されますが、構造改革特
別区域法第４条第３項に基づき、関係市町村及び特区内の施設との必要な調
整を行った上で、次の条件等が整う場合には、日額単位で算定することを可
能とします。 

（１）利用者の意向を踏まえ、公私の各種サービスの円滑な連携が確保される
よう十分なサービス調整を行うとともに、在宅生活を含む施設支援計画（個
別支援計画）を作成すること 

（２）本特例措置が実施されている市町村の更生援護の対象となる利用者及び
特区内の施設についてのみ実施すること 

 

３．基本方針の記載内容の解説 
構造改革特別区域第４条第３項に基づく関係市町村及び特区内の施設との

必要な調整とは、以下のことを言います。 
（１）本特例措置を実施するに当たっては、市町村において、支給決定の際に

サービスの支給量を明確にすることを始め、給付管理、審査・支払等事務
が煩雑になることが予想されるため、都道府県が本特例措置の実施主体と
なる場合は、関係市町村と十分な調整を行い、合意を得ること。 

（２）本特例措置を実施するに当たっては、施設において、日単位での施設支
援計画の策定を初め、他の利用者との利用調整、支援費請求事務等が煩雑
になることが予想されるため、特区内の施設と十分な調整を行い、本特例
措置によりサービスを提供する施設の合意を得ること。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 

特区計画の別紙「４  特定事業の内容」の欄に、当初から本特例措置の適
用を受けることを想定している施設について、以下を記載すること。 
①施設の設置主体名及び所在地 
②施設の種別、名称及び所在地 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

特になし 



９２６ 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助事業実施事業 
 
１．特例を設ける趣旨 

支援費制度における指定居宅支援に該当する知的障害者地域生活援助につ
いて日単位利用を可能とすることによって、利用者のニーズに応じて柔軟に
サービスを提供可能とすることを目的としています。 

 
２．特例の概要 

現行では、知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費は、月額単位で
算定されますが、構造改革特別区域法第４条第３項に基づき、関係市町村及
び特区内の事業者との必要な調整を行った上で、次の条件等が整う場合には、
日額単位で算定することを可能とします。 

（１）利用者の意向を踏まえ、公私の各種サービスの円滑な連携が確保される
よう十分なサービス調整を行うこと 

（２）月単位で利用する利用者と日単位で利用する利用者については、あらか
じめ居室を別にすること 

（３）本特例措置が実施されている市町村の更生援護の対象となる利用者及び
特区内の事業者についてのみ実施すること 

 

３．基本方針の記載内容の解説 
構造改革特別区域第４条第３項に基づく関係市町村及び特区内の施設との

必要な調整とは、以下のことを言います。 
（１）本特例措置を実施するに当たっては、市町村において、支給決定の際に

サービスの支給量を明確にすることを始め、給付管理、審査・支払等事務
が煩雑になることが予想されるため、都道府県が本特例措置の実施主体と
なる場合は、関係市町村と十分な調整を行い、合意を得ること。 

（２）本特例措置を実施するに当たっては、事業者において、他の利用者との
利用調整、支援費請求事務等が煩雑になることが予想されるため、特区内
の事業者と十分な調整を行い、本特例措置によりサービスを提供する事業
者の合意を得ること。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 

特区計画の別紙「４  特定事業の内容」の欄に、当初から本特例措置の適
用を受けることを想定している事業者について、以下を記載すること。 
①法人名及び所在地 
②地域生活援助事業所の名称及び所在地 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

特になし 



１２０５（１２１４） 重量物輸送効率化事業 

 
１．特例を設ける趣旨（４～５行程度） 
  特区において、輸送の効率化を図るため、車両総重量の許可限度及び保安 
基準に関する特例措置を設けるものです。 
 
２．特例の概要（４～５行程度） 
  特区において、規制の特例措置を受けようとする運送事業者等が特殊車両 
通行許可申請を行う際に、橋・高架の道路等を含まない経路を通行し、軸重
が車両制限令に定める一般的制限値（駆動軸にエアサスペンションを装着す
る車両の駆動軸重にあっては１１．５トン）を超えない車両で、かつ、費用
の負担等の道路を適切に管理するための措置が、特区計画を作成する地方公
共団体又は実施主体の責任において確実に実施されると各道路管理者が判断
する場合には、各道路管理者は、特殊車両通行許可を行うに当たり、総重量
の許可限度重量について「特殊車両通行許可限度算定要領」に現在定める値
を超えて許可するとともに、当該許可を受けることが確実であると各道路管
理者により確認された車両については、各運輸局長は、従来長大又は超重量
で分割不可能な単体物品輸送する場合に適用してきた車両総重量に係る保安
基準の特例を、これに限らず、適用するものです。 

 

３．基本方針の記載内容の解説 
 ・ 「橋、高架の道路その他これらに類する道路」としては、例えば、ボッ 
クスカルバート等の構造物があります。 

・ 「維持、修繕その他の管理」としては、例えば、補修、補強工事等があ
ります。 
・ 「必要に応じて特区計画を作成する地方公共団体又は実施主体が当該超
過分に係る費用を負担すること」としては、例えば、車両総重量規制の緩
和を受けた車両の通行により、各道路管理者が通常業務として実施する舗
装の維持、修繕その他の管理を超える措置が必要となった場合には、当該
超過分に係る費用を負担することが想定されます。 
・ 「道路管理者に報告すること等」としては、実施主体又は特区計画作成 
団体による道路パトロールの実施、道路管理者と連携した指導取締の実施」 
などの道路の適切な管理のために必要な行為を想定していますが、具体的 
な内容については、特区計画作成団体が作成することとなります。 
・ 「特殊車両通行許可を受けることが確実であることを道路管理者により 
確認された車両」としては、道路管理者が当該車両について特殊車両通行 



許可に係る車両総重量規制の緩和要件を満たしていると判断し、道路管理
者が地方運輸局長にその旨の連絡を行った車両をいいます。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
特になし 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
  特になし 



１２１５ 地域活性化のための空き家情報提供等の推奨事業 

 
１．特例を設ける趣旨 
  宅地建物取引業法の適正な運用の観点から支障がなく、地方公共団体が地
域活性化等の政策目的に基づいて空き家情報の提供等を推奨する地域を特区
として明らかにすることにより、当該政策目的の実現に資することを目的と
するものです。 

  
２．特例の概要 
  ＮＰＯ法人等の事業主体が空き家の賃貸情報を不特定多数の者に提供する
こと及び空き家を賃借し、希望者に当該空き家を転貸することについて、地
方公共団体が特区内の不動産賃貸借・売買の取引数が少ないなどの取引の動
向等に鑑み、消費者利益の保護を損なわないと判断し、グリーンツーリズム、
農村体験学習等の地域活性化の政策目的に基づいて、これを推奨することは、
宅地建物取引業法の適正な運用の観点から支障がないものと取り扱うことと
します。 

 

３．基本方針の記載内容の解説 
  特になし 

  
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
当該特例について、特区計画に特に記載すべき事項は次のとおりです。 
・特区計画の別紙「４ 特定事業の内容」の欄に、情報提供等の推奨事業の
具体的内容を明記すること。 
・特区計画の別紙「５ 当該規制の特例措置の内容」の欄に、別表１の「地
域活性化等の政策目的」の内容及び「消費者利益の保護を損なわない」と
判断した根拠を示す内容を明記すること。 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
 特になし 



 
１２０６（１２１６） ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送に
おける使用車両の拡大事業 

 
 
１． 特例を設ける趣旨 
移動制約者の輸送について、タクシー等の公共交通機関による輸送サービ 

スによっては十分な輸送サービスが確保できない場合に対応するため、ＮＰ
Ｏ等が行う福祉有償運送について、セダン型等の一般の車両の使用を可能と
するものです。 

 
２． 特例の概要 
「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第８０条第１項によ 

る許可の取扱いについて」（平成１６年３月１６日付け国自旅第２４０号）に
基づく福祉有償運送について、地方公共団体が、構造改革特別区域計画を申
請し、その認定を受けた場合には、同通知に定める使用車両の限定（福祉車
両）にかかわらず、セダン型等の一般の車両を使用することができることと
するものです。 

 

３．基本方針の記載内容の解説 
 車いすのためのリフト等特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート等の
乗降を容易にするための装置を設けたいわゆる福祉車両を使用した福祉有償
については、構造改革特別区域の認定を受けることなく、上記の通知に基づ
き道路運送法第 80条第１項の許可を受けることができます。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
  特になし 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
  特になし 

 
 



 
１２１７ 環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングのための無人貸渡し
システム可能化事業 

 
１．特例を設ける趣旨 
レンタカー型カーシェアリングについて、アイドリングストップ車等の環 

境に配慮した車両を使用する等、一定の公益性が認められる場合において、
車両の整備・管理に支障が生じないような代替措置を講じることを前提とし
て、無人の貸渡しシステムの実施を可能とするものです。 

 
２．特例の概要 
地方公共団体が、自動車の使用に起因する当該地域内の環境への影響の低 

減を図ることを目的として、アイドリングストップ車等の環境に配慮した車
両を使用したレンタカー型カーシェアリングを推進するため、構造改革特別
区域計画を申請し、その認定を受けた場合には、当該区域内において実施す
るレンタカー型カーシェアリングに係る道路運送法第８０条第２項に基づく
許可の申請について、その貸渡しが無人の事務所で行われるものであっても、
ＩＴ等を活用し、車両の整備・管理に支障が生じないような代替措置を講じ
れば、速やかに許可を行うこととするものです。 

 

３．基本方針の記載内容の解説 
「レンタカー型カーシェアリング」とは、道路運送法第８０条第２項の許

可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡
すことをいいます。 
 「環境に配慮した車両」とは、アイドリングストップ車のほか、ハイブリ
ッド車、電気自動車、低燃費・低排出ガス認定車等が想定されます。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載にあたって特に留意すべき点 
  特になし 

 
５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
  特になし 

 
 


